
臨海部防災拠点マニュアル改訂検討委員会（第 1回及び第 2回） 

委員からの主要意見の反映状況 

 

主要意見 マニュアルへの反映 

第 1章 総説 

(第1回)岸壁に着岸して緊急物資を下ろすことができ

ても、荷さばきや保管をしっかりとできる体制が構

築されていないと意味がない。災害時のオペレーシ

ョンについて、トータルプランを検討した上で、防

災拠点をどう整備するか、ソフト面でどうカバーす

るかなどを検討すべき。 

⇒P.6～7に「大規模災害時における防災拠

点のフェーズ別役割」を記載し、必要な

施設を確保できない場合は、ソフト面で

対策することとした。 

 

(第1回)官公庁船と民間船舶では岸壁利用のフェーズ

が異なる。また、輸送対象が人員か、物資か、燃料

かなどによっても課題は異なる。そのため、災害対

応のフェーズ別や海上輸送の形態別に検討をした

ほうがよい。 

⇒P.7 に「防災拠点のフェーズ別利用イメ

ージ」を記載した。 

(第 2回)防災拠点のフェーズ別利用イメージは、船舶

種別というより利用目的に影響されるのではない

か。 

⇒P.7 に第２回委員会時から修正した「防

災拠点のフェーズ別利用イメージ」を記

載した。 

第 2章 防災拠点の計画・整備 

(第 1回)災害時に、輸送力の大きい大型船を耐震強化

岸壁に着岸させようとしても、岸壁水深と船の喫水

が合わず入港できない場合がある。また船の種別に

よっては、岸壁水深は十分でも岸壁延長が不足する

場合もある。 

⇒P.11 に耐震強化岸壁の施設規模として

「水深 10m、延長 240m」を推奨するとと

もに、P.12～13 に大規模災害時の利用船

舶諸元を記載した。 

(第 2回)災害対応のため、フェリーが通常時に利用し

ていない港に寄港する際はサイドランプを使うこ

とが基本。また、ＲＯＲＯ船の利用岸壁はＬ字型で

はないことが多い。誤解を招かないようサイドラン

プを使うレイアウト図も示すべき。 

⇒P.15にサイドランプを用いるＲＯＲＯ船

の利用事例を示した。 

(第2回)臨港道路やオープンスペースの液状化対策を

全ての港で一律に行うべきか。事後の応急復旧計画

を予め作成することで迅速な対応ができるケース

もある。地域や港の特性、施設の整備状況に応じて

対応するようにすればよい。 

⇒P.21 でオープンスペース、P.22 で臨港道

路の可能な範囲の液状化対策を促す一

方、各港の実情に応じて、P.39 等で港湾

ＢＣＰの策定の際、被災した場合の代替

施設や応急復旧対策を検討することを推

奨した。 

(第 1回)ＲＯＲＯ船で貨物を運んでも、港から出る道

路が狭くシャーシが切り回せない状況であれば緊

急物資を港から運び出せない。岸壁のみならず道路

のスペックも重要。 

⇒P.22～23 に、平時にトレーラが通行しな

い臨港道路でも、災害時にトレーラが通

行することを想定する港湾では、必要な

道路幅員等を確保することを推奨した。 
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(第2回)離島港湾では揚陸艇による輸送も想定される

が、砂浜を車両が走行する際に敷板をひく必要があ

るなど手間がかかるため、はしけなどによる輸送手

段についても記載しておくことが望ましい。 

⇒P.27 に揚陸艇の利用を想定する場合に

は、予め防衛省の各方面総艦隊・方面隊

等に相談することを記載した。 

第 3章 防災拠点の管理・運用 

(第2回)港湾整備の計画づくりのためだけのマニュア

ルにするのではなく、今ある施設の中で災害時にど

う運用するかという観点から、港湾管理者が関係者

とともに災害対応をしっかり考えることを促すよ

うなものにしていくことが重要。 

⇒P.34 に「平時からの取り組み」として、

関係者において具体的な運用について検

討し、共通認識の醸成等が重要であるこ

とを記載した。 

(第1回)臨海部防災拠点は堤外地にあるので津波が発

生すれば浸水しやすく、また、地震により液状化す

ることも想定されうる。応急復旧対策などを検討す

ることが重要。 

⇒P.39～40 に「防災拠点が被災した場合の

対応」を記載するとともに、防災協定の

例を記載した。また、P.41～43 に「津波

等に備えた取り組み」を記載した。 

(第 2回)例えば、自動車やばら積み貨物の荷役が行わ

れている岸壁では、岸壁背後に貨物が長時間置かれ

ているため、災害発生時にこれら貨物が臨海部防災

拠点の機能を阻害する恐れがある。そのため、平常

時の利用についても配慮することを記載した方が

よい。 

⇒P.44～47 に「平時の管理・運用」につい

て記載した。 
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(第 1 回)災害時に平時の規制をそのまま適用される

と、輸送上の支障となるケースもありうる。そうい

った課題についても本委員会で議論していきたい。 

⇒参考資料に「東日本大震災にかかる規制

改革要望」（日本経済団体連合会）のうち、

緊急物資輸送に関する規制を整理し、記

載する。 

 

 

 


